
指定金融機関派出所窓口営業時間変更のお知らせ

　なお、8：30 ～ 9：00、11：00 ～ 12：00、15：00 ～ 17：15 までの町公金については
会計課（水道料は水道課）にてお取り扱いできます。
※内之浦総合支所・町民生活課窓口では 8：30 ～ 17：15 まで取り扱っております。
　税金等・水道料の納付について、金融機関での口座振替に加え 24 時間いつでも簡単に
納付できるコンビニエンスストア納付やキャッシュレス決済での納付もできますので、
ぜひご利用ください。

お問い合わせ先 肝付町役場 会計課  ☎ 0994（65）8416

営業時間変更

【現金でのお受け取りについて】

6 ⽉ 1 ⽇（⽉） より役場本庁内派出所（⿅児島きもつき農業協同組合）の
営業時間が下記の通り変更となります。

8：30 ～ 15：00

変更前 変更後
9：00 ～ 11：00
12：00 ～ 15：00

● 現⾦でのお受け取りは、役場本庁内派出所のみで、上記の納付時間内に限ります。
● 現⾦でのお受け取りを希望されない⽅は、請求書に振込先をご記⼊の上、⼝座振込を
  ご利⽤ください。
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肝付町役場 岸良出張所
（9：30 〜 10：00）
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